
障害のある人もない人も“いっしょに暮らせる秋田”に！
平成31年4月　平成31年4月　

私が
お答えします！これってどんな

条例？

誰もが生き生きと笑顔で暮らせる社会づくりを！

た県きあ 広報
県からのお知らせ

県政広報の
ご案内

県公式ウェブサイト

あきたびじょんNEXT
毎週月曜日／秋田朝日放送（ＡＡＢ）
毎週木曜日／秋田放送(ＡＢＳ)・秋田テレビ（ＡＫＴ）

18：55～19：00 放送中！
テレビ広報

秋田県からのお知らせ
毎週金曜日／エフエム秋田

7：50～7:53 放送中！
ラジオ広報

「声の広報（音声CD版）」
「点字広報」もあります

全戸配布広報紙
奇数月1日発行

企画・構成／秋田県 総務部 広報広聴課
☎ 018-860-1076    018-860-1072　     joukai@pref.akita.lg.jp

2019 . 4月号｜毎月第4土曜日掲載｜

山岳遭難を防ごう
～入山前のチェックポイント～

①一人で山に入らない
②家族や知人に行き先を告げる
③知らない山に入らない
④前もって天気予報、気象情報を確認する
⑤予備の食料、雨具、着替え、ラ
イター、ナイフ、熊鈴、ラジ
オ、笛などを持つ

⑥目立つ色の服装、所持品（白
色のタオルなど）を用意する

⑦登山計画書を管轄する警察
署又は警察本部に提出する

　あきた企業活性化センターでは、県内各地に移
動相談所を設置し企業経営などの相談を受け付
けています。経営支援のプロフェッショナルが対
応しますので、お気軽にご利用ください。

※詳細な場所、日時についてはウェブサイトをご確認ください。

県警察本部地域課 ☎018-863-1111

生活の困り事、ご相談ください
～生活困窮者自立支援制度～

　家計が苦しい、仕事が見つからない、家族が引き
こもっている・・・生活の悩みの解決に向けて専門の
支援員が一緒に考えます。一人で悩まず、最寄りの
福祉事務所にお早めにご相談ください。

県地域・家庭福祉課 ☎018-860-1314詳しくは 秋田県 10214

企業経営や創業に関する相談
～ワンストップ移動相談所～

開設場所 県各地域振興局
開設日時 毎週火曜日　10：30～15：00

相談窓口 県・市福祉事務所

　住宅をリフォームする際の工事費用の一部を補
助します。子育て世帯や県外からの移住・定住世
帯を対象とした補助のほか、耐震化・長寿命化・省
エネ化・バリアフリー化・克雪化を行う住宅も補助
の対象となります。
　対象となる工事や補助金額などについて詳しく
は、ウェブサイトをご覧になるか、最寄りの県地域
振興局へお問い合わせください。

住宅のリフォームを支援します！
～県住宅リフォーム推進事業～

詳しくは
県建築住宅課 ☎018-860-2561

秋田県 41028詳しくは 秋田県 9336

詳しくは 秋田県警察本部　登山計画書

申請受付 5月7日（火）～
受付場所 県地域振興局建築課

車いすを利用しているため、入店
が難しい。

補助犬が同伴していることを理由
に入店を断られた。

補助犬との同伴入店がで
きるようにした。

車いすを利用している方の入店を
手助けした。

こんな
困ったことがあります。 どのよう

な配慮をすればいい？

 

県障害福祉課
　　　     やすおか   ともひこ

副主幹 安岡 智彦

覚えておこう！
 ヘルプマーク・
　ヘルプカード

「障害者差別解消法」
という法律を知っていますか？

行政サービスやお店などにおいて、障
害のある方への差別をなくすための
法律です。制定から6年になりますが、
まだまだ知られていません。
法律の内容に秋田県の目指す姿を盛
り込んだものが秋田県障害者差別解
消推進条例※です。
※「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の
推進に関する条例」の略称 外見では分からなくても援助を必

要としている人がいます。このマー
クを着けている人が困っていたら、
声を掛けるなど思いやりのある行
動をお願いします。ヘルプカードを
提示されたら、カードに書かれた支
援をお願いします。

困ったときは、相談窓口へ！

県障害福祉課 ☎018-860-1331

ヘルプ
マーク

ⓒ2015秋田県んだッチ

詳しくは
公益財団法人あきた企業活性化センター
総合相談課 ☎018-860-5610

あきた　ワンストップ移動相談

県では、障害についての理解や、
障害のある方が支援を求めやすい社会づくり
を進めていきます。

障害のある方について

分かってもらうために

作られた条例なんだね！


